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「やさしく つよく かしこく」 

   八束小学校    検索 ← 

https://www.city.maniwa.lg.jp/site/yatsuka-es/ 

 

真庭市立八束小学校 
第４号 

令和５年５月８日 
校長 古山 直美 発行 

 

 ご参観 ありがとうございました 
28日（金）の参観日では、お忙しい中授業参観、PTA総会、学級懇談への

ご参加ありがとうございました。子どもたちは、お家の方が来るので朝からそわ

そわ。1年生も「先生、お昼からお母さんたちくるんよなあ」ととっても嬉しそうに

教えてくれました。授業参観では、進級した子どもたちの学習の様子を見てい

ただけたと思います。それぞれに一生懸命取り組んでいました。また、PTA総会

では、今年度の学校経営方針について説明いたしました。 

今年度も、学校、家庭、地域がしっかりつながって、子どもたちを真ん中に教

育活動が進められるよう、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

1年生 ２年生 ３年生 

https://www.city.maniwa.lg.jp/site/yatsuka-es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月8日以降の学校におけるコロナ感染症対策について 

5月8日付けでコロナ感染症が感染症法上5類感染症に移行となりました。移行後におい

ては、従来の感染症対策を一律に講じるのではなく、感染状況が落ち着いている平時におい

ては、換気や手洗いといった日常的な対応を継続することが基本となります。その上で、感染

流行時には、一時的に活動場面に応じた対策を講じることになります。このことを受けて、八束

小学校でのコロナ感染症対策を次の通りといたします。 

◇引き続き朝の健康観察等で児童の健康状態把握に努めます。 

 今まで提出いただいていた「体温記録表」の提出は求めません。（8日に各学級で体温記録表を回収い

たしました。長い間、ご協力ありがとうございました。） 

◇常時換気をしながら、通常の教育活動を行います。 

◇手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導を継続します。 

◇コロナ感染症に感染した場合は、「出席停止」の扱いとなります。 

 期間は「発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を基準と

します。登校に際して治癒証明の提出は必要ありません。感染後の登校の際には、発症から10

日が経過するまではマスクの着用を推奨いたします。（着用を強いるものではありません。） 

◇同居家族が感染した場合でも、「濃厚接触者」として特定されません。 

本人が元気であれば登校可能です。ご心配な場合は学校にご相談ください。 

◆発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、児童及び教職員とも、無理をせ

ずに、自宅で休養することが重要です。（従来行っていた「発熱等風邪症状があった場合」の出席停

止扱いはありません。） 

※地域や学校での感染状況により、必要に応じて、活動場面に応じた感染症対策を一時的

に検討します。 

感染を防ぐためには抵抗力を高めることが欠かせません。身体の抵抗力を高めるため、「十

分な睡眠」、「適度な運動」及び「バランスの取れた食事」など基本的な生活習慣を心掛ける

よう引き続きご協力くださいますようお願いいたします。 

４年生 ５年生 ６年生 

ひまわり学級 たんぽぽ学級 PTA総会 


